
　
納
付
期
限
内
に
お
納
め
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
口
座
振
替
の
方
は
、
10
月
31
日
に
引
き
落
と
し
い
た
し
ま
す
の
で
、

残
高
の
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
転
出
・
婚
姻
等
、
世
帯
状
況
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
自
動

的
に
解
約
と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
口
座
振
替

　
口
座
振
替
の
手
続
き

　
　
納
付
書
と
通
帳
と
通
帳
届
出
印
を
持
参
し
、
上
板
町
内
取
扱
金

融
機
関
窓
口
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

　
ご
利
用
い
た
だ
け
る
町
税

　
　
町
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）・
国
民
健

康
保
険
税

　
取
扱
金
融
機
関

　
　
阿
波
銀
行
、
徳
島
大
正
銀
行
、
板
野
郡
農
協
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

10
月
は
町
・
県
民
税（
第
３
期
）・
国
民
健
康
保
険

税（
第
４
期
）、
介
護
保
険
料
（
第
４
期
）、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
（
第
３
期
）の
納
付
月
で
す
。

納
付
期
限
は
10
月
31
日（
月
曜
日
）で
す
。

◎
令
和
４
年
第
３
回
定
例
会
の

概
要

　
第
３
回
定
例
会
は
、
９
月
６

日
か
ら
８
日
ま
で
の
３
日
間
の

日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　
開
会
日
に
は
、
松
田
町
長
の

挨
拶
及
び
提
出
議
案
提
案
理
由

の
説
明
が
行
わ
れ
、
一
般
質
問

で
は
、
学
校
に
お
け
る
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の

状
況
、
通
学
路
の
安
全
対
策
、

高
齢
者
支
援
に
つ
い
て
な
ど
が

論
議
さ
れ
ま
し
た
（
議
員
７
名

か
ら
一
般
質
問
）。

　
ま
た
、
令
和
４
年
度
補
正
予

算
、
令
和
３
年
度
決
算
の
認
定

に
つ
い
て
な
ど
が
審
議
さ
れ
ま

し
た
。

・
町
長
提
出
議
案
16
件
（
可
決

６
件
、
認
定
８
件
、
適
任

１
件
、
報
告
１
件
）

・
議
員
提
出
議
案
２
件
（
可
決

１
件
、
決
定
１
件
）

◎
議
会
議
員
全
員
協
議
会

　
令
和
４
年
７
月
27
日

　
　
吉
野
川
下
流
地
区
に
お
け

る
事
業
承
継
に
つ
い
て
の
協

議
。

　
令
和
４
年
９
月
１
日

　
　
第
３
回
定
例
会
提
出
議
案

な
ど
に
つ
い
て
の
協
議
。

上
板
町

議
会
だ
よ
り

　
令
和
４
年
１
月
２
日
か
ら
令
和
５
年
１
月
１
日
の
間
に
新
増
築
さ
れ
た
家

屋
（
住
宅
や
倉
庫
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
度
か
ら
固
定
資
産
税
が

課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
税
務
課
で
は
そ
の
税
額
の
基
準
と
な
る
評

価
額
を
算
出
す
る
た
め
の
「
家
屋
調
査
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
適
正
な
評
価

額
を
算
出
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
で
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
調
査
内
容
は
、
所
有
者
様
、
ま
た
は
ご
家
族
様
な
ど
代
理
の
方
の
立

合
い
の
も
と
、
家
屋
の
外
部
と
内
部
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
建
築
素
材
、

設
備
（
ト
イ
レ
や
お
風
呂
な
ど
）
等
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
な
お
、
調
査
対
象
家
屋
の
所
有
者
の
方
に
「
家
屋
調
査
に
つ
い
て
」
の
お

手
紙
を
郵
送
い
た
し
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
手
紙
を
ご
覧
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

家
屋
調
査
の
お
願
い

家
屋
調
査
の
お
願
い

● お問い合わせ ●
　■町税（町・県民税、国民健康保険税）
　　上板町役場　税務課　　　☎０８８－６９４－６８０７
　■保険料（介護保険、後期高齢者医療保険料）
　　上板町役場　健康推進課　☎０８８－６９４－６８１０

● お問い合わせ ●
上板町役場　税務課

☎０８８−６９４−６８０７

今
月
の
納
付
期
限
に
つ
い
て

● お問い合わせ ●　 上板町役場　議会事務局　 ☎０８８−６９４−６８１５

説明会の名称 開催日時 開催場所 定員
イ ン ボ イ ス 制 度 説 明 会
（消費税の仕組みから知りたい方向け）

令和4年10月26日（水）
10：30～12：00

鳴門税務署　大会議室
鳴門市撫養町南浜字東浜39番地3 24名

イ ン ボ イ ス 制 度 説 明 会
（登録申請相談会）

令和4年10月26日（水）
13：30～15：00

鳴門税務署　大会議室
鳴門市撫養町南浜字東浜39番地3 24名

イ ン ボ イ ス 制 度 説 明 会
（消費税の仕組みから知りたい方向け）

令和4年11月25日（金）
10：30～12：00

鳴門税務署　大会議室
鳴門市撫養町南浜字東浜39番地3 24名

イ ン ボ イ ス 制 度 説 明 会
（登録申請相談会）

令和4年11月25日（金）
13：30～15：00

鳴門税務署　大会議室
鳴門市撫養町南浜字東浜39番地3 24名

イ ン ボ イ ス 制 度 説 明 会
（消費税の仕組みから知りたい方向け）

令和4年12月21日（水）
10：30～12：00

鳴門税務署　大会議室
鳴門市撫養町南浜字東浜39番地3 24名

イ ン ボ イ ス 制 度 説 明 会
（登録申請相談会）

令和4年12月21日（水）
13：30～15：00

鳴門税務署　大会議室
鳴門市撫養町南浜字東浜39番地3 24名

消費税インボイス制度等説明会について

鳴門税務署
法人課税第１部門
☎０８８−
６８５−４１０１
（代表）（内線22）

令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）　が実施されます。
事業者の皆様には、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の実施に向けて必要な準備を進め
ていただくため、インボイス制度等説明会を開催しますので、是非ご参加ください。

代表電話にお問い合
わせいただく際は、
自動音声案内に沿っ
て「２」を選択して
ください。

●お問い合わせ●

鳴門税務署からのお知らせ

登録申請相談会については、説明会終了後、登録申請を希望される方を対象に申請手続のサポートを行います。
詳しくは、お申し込みの際に税務署職員にお問い合わせください。
○会場収容人数の都合上、事前予約制としますので、事前にお問い合わせ先まで申し込みをお願いします。

2022（令和 4）年10月 1 日　●　16



徳島市寺島本町西１丁目５番地（アミコ東館７Ｆ）
FAX 088－656－1008 msc@marissa-tokushima.com　https://www.msc-tokushima.jp/

ロマンチックゴール と　　わ　に

☎０８８－６５６－１００２
平日　12時～20時 ／ 土日祝　10時～18時 ／ 定休日　水・木曜日（祝日の場合は開所）

マリッサとくしま（とくしまマリッジサポートセンター）

素敵な出会いをお探しの方へ。令和４年11月27日（日）に上板町技の館で婚活イベントが開催されます。
当日は藍染め体験や美味しいスイーツを食べながらのティータイム等、充実した内容となっています。
お申し込み・お問い合わせはマリッサとくしま（とくしまマリッジ
サポートセンター）へお問い合わせください。

上板町で婚活イベントが開催されます！上板町で婚活イベントが開催されます！

※イベントに参加する場合は事前申し込みが必要です。 マリッサとくしま

詳しくは 

⇒

● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

教　室　名 開設日時 会　　場 指導者等 備　考

①キッズサッカー 第２・４月曜日
19：00～20：00 東光小学校体育館 多富義和

町スポーツ推進委員
４歳～
小学３年

②からだスッキリエアロ 毎週火曜日
13：30～14：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

矢野真弓
トクシマフィットネスラボ 有料

③太極拳 毎週水曜日
13：30～15：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

上板ふれあいクラブ
太極拳愛好会

④エンジョイエアロ 毎週木曜日
19：30～20：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

矢野真弓
トクシマフィットネスラボ 有料

⑤健康吹き矢 第２・４木曜日
13：30～14：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内） 井坂道子・岡本佐和子

⑥健康ストレッチ 第２・４木曜日
15：00～15：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

板東宏一
ばんどう接骨院院長

⑦キッズスポーツ教室 第２・４土曜日
14：00～15：00

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

八尾景子
子ども身体運動発達指導士

幼稚園～
小学２年

⑧ニュースポーツ
　（カローリング）

第１・３土曜日
13：00～14：30

農村環境改善センター
多目的ホール 上板町スポーツ推進委員

⑨バウンドテニス 第１・３土曜日
15：00～17：00

農村環境改善センター
多目的ホール

西條勝行
県バウンドテニス協会

⑩ダンススポーツ 毎週土曜日
15：00～17：00

中央公民館大会議室
（役場２F）

濱　清枝
徳島県ダンススポーツ連盟公認指導員

卓球を楽しもう
筋力トレーニング

月〜金13：00〜20：00
土　　13：00〜18：00

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

お友達や家族で卓球を楽しみませ
んか（貸ラケット有）

筋トレ
高校生以上使用可

【会費・スポーツ安全保険料】※会費とスポーツ安全保険料を支払えば，教室に参加できます。（年会費半額）
区　分 年会費 家族

2人目から
団体

（10人以上）
団体

（20人以上）
スポーツ
安全保険

大人（高校生以上） 　3,000円 2,500円 2,500円 2,000円 1,850円
高齢者（65歳以上） 　2,500円 2,000円 2,000円 1,500円 1,200円
中学生以下 　2,000円 1,500円 1,500円 1,000円 　800円
ファミリー 　8,000円 同一世帯で人数制限なし（要：保険加入）
フリーパス 20,000円 スポーツ安全保険料・すべての教室参加料込

※会費・スポーツ安全保険は令和５年３月
31日まで有効
※筋トレ・卓球　使用料（会員１ヶ月500
円、会員外１回町内300円、町外500円）
※上板町外の方は、年会費＋500円
※⑤、⑧、⑨の教室は維持費として（年間
500円）

令和４年度　会員募集中！ 日曜・祝日休み
みんな楽しく、

いい汗かいて　健康な体づくり

後期半額キャンペーン（10月～）上板ふれあいクラブ上板ふれあいクラブ

【お申し込み・お問い合わせ】
上板ふれあいクラブ事務局　☎０８８−６７９−７７８８� 開設時間　月〜金13：00〜20：00　土13：00〜18：00

●入会申込書は、上板町ふれあいセンターにあります。
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見る！見る！ 学ぶ！学ぶ！ 体験
する！
体験
する！

指定緊急避難場所周知徹底キャンペーンとコラボ開催！

ペット同行避難体験もできるよ！
※事前に電話等で一緒に避難のために連れてこられる
　ペットの大きさを教えてください

14時30分より中庭でお菓子投げを行います！

11/3日時

時間

2022年
10：00～15：00

会場 上板町技の館　周辺

木・祝

参加
無料

入場
無料

当日は役場からシャトルバスを運行しています！
役 場 発：10：00から30分ごと
技の館発：10：30から30分ごと

駐車場に限りがあるため是非ご利用ください！

はたらくくるま
耐震シェルター　など ロープワーク

非常食レシピ
耐震化相談
パネル展示　など

地震体験
ＡＥＤ体験
消火器体験
煙体験　など

まだまだ
あるよ！

フェスタフェスタ
20222022

かみいたかみいた

防災防災

● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４
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上板町内の「指定緊急避難場所※」
かみいた防災フェスタ「技の館」
（※本キャンペーンの対象となる「指定緊急避難場所」の一覧は下記参照）

上板町にお住まいの方
上板町内にお勤めの方

※プレゼントの内容は受付順によって異なる場合があります。あらかじめご了承ください

in
上板町

参加無料・申込不要・プレゼント有り

11/3（木） カード受け取り　10：00～13：00
プレゼント引換え　10：00～15：00

10：00～15：00

かみいた防災フェスタとコラボ開催！「もしも」に備えて「指定緊急避難場所」に行ってみよう

指定緊急避難場所
周知徹底キャンペーン

日
時

会
場

対
象

参
加
方
法

令和4年

10時～13時の間に本キャ
ンペーン対象の指定緊急
避難場所のうち、自宅及び
勤め先から近い指定緊急
避難場所に行きます。

ステップ１
下記の「指定緊急避難場
所カード」配布場所でカー
ドを受け取ります。

ステップ２ ステップ３
10時～15時の間にかみい
た防災フェスタ会場「技
の館」に行き「指定緊急避
難場所カード」を見せてプ
レゼントを受け取ります。

はてさて。上板町の
指定緊急避難場所は
どこじゃったかのぅ。

主催：吉野川流域治水協議会・吉野川中流・下流大規模氾濫に関する減災対策協議会
● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

施設名 所在地 「指定緊急避難場所カード」配布場所
上板町役場
上板町農村環境改善センター
上板中学校（体育館）
神宅小学校（体育館）
東光小学校（体育館）
松島小学校（体育館）
高志小学校（体育館）
上板町文化センター
上板町文化センター　第１分館
上板町馬道会館
上板町ファミリースポーツ公園
社会医療法人あいざと会　藍里病院
老人保健施設健祥会ハート（上板町下六條字中西50番地1）も指定緊急避難場所ですが施設改修等のためカード配布はありません。

上板町七條字経塚42番地
上板町七條字経塚42番地
上板町神宅字西金屋44番地
上板町神宅字喜来135番地
上板町西分字東光8番地
上板町鍛冶屋原字北原20番地
上板町高瀬字天目一1108番地
上板町神宅字青木10番地1
上板町西分字滝ノ宮西26番地1
上板町西分字原渕18番地2
上板町七條字天王7番地
上板町佐藤塚字東288番地3

正面玄関前
正面玄関前
体育館玄関前
体育館玄関前
体育館玄関前
体育館玄関前
体育館玄関前
玄関前
玄関前
玄関前
駐車場
グラウンド横駐車場

上板町内の「指定緊急避難場所※」
かみいた防災フェスタ「技の館」
（※本キャンペーンの対象となる「指定緊急避難場所」の一覧は下記参照）

上板町にお住まいの方
上板町内にお勤めの方

※プレゼントの内容は受付順によって異なる場合があります。あらかじめご了承ください

in
上板町

参加無料・申込不要・プレゼント有り

11/3（木） カード受け取り　10：00～13：00
プレゼント引換え　10：00～15：00

10：00～15：00

かみいた防災フェスタとコラボ開催！「もしも」に備えて「指定緊急避難場所」に行ってみよう

指定緊急避難場所
周知徹底キャンペーン

日
時

会
場

対
象

参
加
方
法

令和4年

10時～13時の間に本キャ
ンペーン対象の指定緊急
避難場所のうち、自宅及び
勤め先から近い指定緊急
避難場所に行きます。

ステップ１
下記の「指定緊急避難場
所カード」配布場所でカー
ドを受け取ります。

ステップ２ ステップ３
10時～15時の間にかみい
た防災フェスタ会場「技
の館」に行き「指定緊急避
難場所カード」を見せてプ
レゼントを受け取ります。

はてさて。上板町の
指定緊急避難場所は
どこじゃったかのぅ。

主催：吉野川流域治水協議会・吉野川中流・下流大規模氾濫に関する減災対策協議会
● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

施設名 所在地 「指定緊急避難場所カード」配布場所
上板町役場
上板町農村環境改善センター
上板中学校（体育館）
神宅小学校（体育館）
東光小学校（体育館）
松島小学校（体育館）
高志小学校（体育館）
上板町文化センター
上板町文化センター　第１分館
上板町馬道会館
上板町ファミリースポーツ公園
社会医療法人あいざと会　藍里病院
老人保健施設健祥会ハート（上板町下六條字中西50番地1）も指定緊急避難場所ですが施設改修等のためカード配布はありません。

上板町七條字経塚42番地
上板町七條字経塚42番地
上板町神宅字西金屋44番地
上板町神宅字喜来135番地
上板町西分字東光8番地
上板町鍛冶屋原字北原20番地
上板町高瀬字天目一1108番地
上板町神宅字青木10番地1
上板町西分字滝ノ宮西26番地1
上板町西分字原渕18番地2
上板町七條字天王7番地
上板町佐藤塚字東288番地3

正面玄関前
正面玄関前
体育館玄関前
体育館玄関前
体育館玄関前
体育館玄関前
体育館玄関前
玄関前
玄関前
玄関前
駐車場
グラウンド横駐車場
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● お問い合わせ ●　　上板町役場　建設課　　☎０８８－６９４－６８１２

　８月27日、上板町、吉野川市、阿波市及び石井町の
電気工事業者（73店）が加盟する「鴨島電気工事協同
組合」が、学生や地域住民の防犯に役立てればと、松島
小学校を含む７校周辺の通学路に設置されている街路灯
の清掃点検ボランティアを行いました。
   組合員35名が194基の街路灯を清掃、点検した結果、
17箇所の不良箇所が見つかり、役場の担当課へ改修を
依頼しました。
   この活動は、８月の「電気使用安全月間」行事の一環
として2007年から継続して行われています。

街路灯の清掃点検ボランティア

● 申し込み先 ●　　上板町社会福祉協議会　　☎０８８－６９４－６１５５

認知症は生活習慣を見直すことで予防したり、発症をおくらせ
たり軽く抑えたりすることができます。認知症の原因の一つで
ある生活習慣病の予防・治療をしっかり行い、健康的な生活を
送ることが認知症予防につながります。
認知症の予防の三本柱は「食べる」「運動」「社会参加」です。
健康な脳を維持するには栄養がまんべんなく必要となります。

認知症の予防と進行抑制
認知症と食事の関係

【定員30名程度　参加費無料】

小林由子講師
『認知症と栄養について』
公益社団法人徳島県栄養士会　専務理事

管理栄養士

主催：上板町社会福祉協議会／上板町地域包括支援センター
共催：上板町

上板町老人福祉センター
 上板町西分字橋西1－11
 ☎088－694－6155

会場

事前申し込みが必要参加方法

 午前10時～午前11時30分
 （午前９時30分開場）

日時 令和４年10月28日（金曜）
認知症の予防と進行抑制

狂犬病予防注射の実施について（お知らせ）

令和４年10月６日（木曜日）
時　　間 場　　所 時　　間 場　　所

9：15 〜　9：30 泉 谷 多 目 的 集 会 所 13：10 〜 13：30 椎 本 多 目 的 集 会 所
9：40 〜 10：00 松 島 神 社 前 13：40 〜 14：00 馬 道 会 館
10：10 〜 10：25 門 田 集 会 所 14：10 〜 14：25 文 化 セ ン タ ー
10：35 〜 10：55 鳥 屋 集 会 所 14：35 〜 14：50 大 山 町 集 会 所
11：05 〜 11：20 天 目 一 神 社 前 15：00 〜 15：15 小柿ごみステーション前
11：30 〜 11：45 旧ＪＡ高志支所東部集荷場 15：25 〜 15：50 上 板 町 役 場 駐 車 場

　飼い犬は法律により、生涯１回の登録と毎年１回の狂犬病
予防注射を受け、つないで飼うことが義務づけられています。
　本年度も５月に集合注射を実施しましたが、まだ注射を済
ませてない犬は下記の日程表のとおり実施しますので受けさ
せてください。
　また、新しく犬を飼い始めた方は、前もって登録していた
だき円滑に注射ができますようご協力ください。この日程で
都合の悪い方は、動物病院で受けてください。

※ 令和２年度より注射料金が3,300円に変更となっております。
※ 当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止に、ご協力をお願いします。
●登録は、獣医師会に加入の動物病院でもできます。
●登録犬が死亡したときは、必ず役場環境保全課まで死亡届
を提出してください。
●町内での住所・飼い主の変更又は町外からの転入のあった
場合は役場環境保全課まで、他市町村へ転出された場合に
は、新たな所在地の役場等へ変更届を出してください。

○当日は、担当獣医師の指示に
　従い、注射を受けてください。
○時間・場所を確認の上、犬をお連れください。
○トラブルの原因になりますので、首輪が抜け
ないようにしっかりとしめてください。

登録済犬
　狂犬病予防注射 3,300円� 計 3,300円

新規登録
　登録 3,000円
　狂犬病予防注射 3,300円� 計 6,300円

● お問い合わせ ●　野犬・放し飼い等の苦情のお問い合わせは、下記のとおりです。
　　　　　　　　　（神山町阿野字長谷333　徳島県動物愛護管理センター） 　☎︎０８８−６３６−６１２２
　　　　　　　　　上板町役場　環境保全課　　☎︎０８８−６９４−６８１３
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● 申し込み先 ●　　上板町社会福祉協議会　　☎０８８－６９４－６１５５

認知症は生活習慣を見直すことで予防したり、発症をおくらせ
たり軽く抑えたりすることができます。認知症の原因の一つで
ある生活習慣病の予防・治療をしっかり行い、健康的な生活を
送ることが認知症予防につながります。
認知症の予防の三本柱は「食べる」「運動」「社会参加」です。
健康な脳を維持するには栄養がまんべんなく必要となります。

認知症の予防と進行抑制
認知症と食事の関係

【定員30名程度　参加費無料】

小林由子講師
『認知症と栄養について』
公益社団法人徳島県栄養士会　専務理事

管理栄養士

主催：上板町社会福祉協議会／上板町地域包括支援センター
共催：上板町

上板町老人福祉センター
 上板町西分字橋西1－11
 ☎088－694－6155

会場

事前申し込みが必要参加方法

 午前10時～午前11時30分
 （午前９時30分開場）

日時 令和４年10月28日（金曜）
認知症の予防と進行抑制

● お問い合わせ ●　　　（公社）徳島県獣医師会　　☎０８８−６６３－６６０７
　　　　　　　　　　　上板町役場　環境保全課　　☎０８８−６９４−６８１３

概要 �
　あなたの大切なペットに、子犬や子猫
が生まれても、育てる自信がないときは、
避妊・去勢手術を受けさせましょう。犬
や猫は、生まれて１年もたたないうちに
子どもを産むようになり、１回の出産で
３～５頭の子犬や子猫が生まれます。望
まない繁殖を防ぎ、不幸な犬や猫を増や
さないために、避妊・去勢手術を受ける
ことをおすすめします。

対 象

（1）町内に住民登録を有する方。
（2）上板町内で飼育されている犬及び猫。
（3）犬については登録と令和４年度において狂犬病予防接種を受

けていること。
（4）町税等の滞納がない方（世帯）。

助 成 額
（1）１頭につき5,000円　（助成予定頭数 44頭）
（2）助成金額は予算の範囲内とし、１世帯につき，当該年度は２

頭まで。
（3）応募者多数の場合は，抽選となる場合があります。

申込方法
往復はがきに１枚に１頭記入のうえ、公益社団法人徳島県獣医師
会へお申し込みください。
［申込先］　〒770-8007
　　　　　徳島市新浜本町二丁目３番６号　（公社）徳島県獣医師会

記載事項

（1）飼い主の住所、氏名、電話番号、犬・猫の別、名前、年齢、
性別、毛色。

（2）犬の場合は、犬の登録鑑札番号、及び狂犬病予防注射済票番号。
（3）返信用はがきの宛名欄にも、申し込み者の住所、氏名、郵便

番号を記入してください。

申込期間 令和4年10月 1日から令和4年10月31日まで（必着）

手術実施期間 令和4年11月15日から令和5年1月20日まで

助成方法

（1）認定書（返信はがき）を受け取った方は、事前に指定動物病
院へお問い合わせのうえ、上記期間に手術を受けてください。

（2）費用の支払いは手術手数料から5,000円を差し引いた金額を
お支払いください。　　

※上記の手術期間を過ぎた場合、この事業による手術は受けられな
くなりますので、ご注意ください。
※手術手数料は動物病院により異なります。

注意事項

（1）手術を受けられるときは、認定書（返信はがき）と印鑑を持
参してください。

※また、獣医師が犬や猫の健康上、不適当と判断した場合は、手
術を実施しない場合があります。

（2）認定書を受け取り後、手術を受けることができなくなった場
合は、環境保全課まで至急ご連絡ください。

応募要領 �

犬及び猫の避妊・去勢手術に助成をします

7 7 0 8 0 0 7

往信
徳
島
市
新
浜
本
町
二
丁
目
３
番
６
号

行

徳
島
県
獣
医
師
会

（公社）

返信
申
込
者
の住

　
所

氏
　
名

避妊・去勢手術助成申込書
犬・猫の別
名前
年齢
性別
毛色

（犬の場合）
犬の登録番号
　徳島県　第　　　号または
　徳島県○○市町村　第　　号
狂犬病予防注射票番号
　令和○年度　第　　　号

申込者　　住所
　　　　　氏名（フリガナ）
　　　　　電話番号

郵便はがき

▼ 表面

▼ 裏面

記入例 �
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● お問い合わせ ●　上板町役場　産業課　☎088－694－6806　上板町社会福祉協議会　☎088－694－6155

町内各小学校、中学校の児童生徒、保護者、教職員の
皆様にご支援をいただきました。

フードドライブ専用のケースがいっぱいになりました。

上板町消費生活相談窓口 からのお知らせ

上板町消費生活相談窓口　☎ 088－694－6816
秘密厳守・相談無料　受付　平日9：00～ 12：00  13：00～ 16：30（土･日･祝･年末年始を除く）

個人情報を聞き出す不審電話にご注意！個人情報を聞き出す不審電話にご注意！
大手電力会社や民生委員を名乗り、家族構成など個人情報を聞き出そうとする電話が県内で複数件
発生している旨の情報提供が寄せられています。不審な電話にご注意ください。

※対応中の場合もありますので、来庁前にお電話にてご連絡ください。

アドバイス　●個人情報を伝えてしまうと、還付金詐欺等の悪質な手口に使用される可能性がある
　　　　　　　ので、家族構成などを聞かれても安易に伝えないようにしましょう。
　　　　　　●留守番電話や、役場から無償貸出している不審電話撃退装置を活用しましょう。
　　　　　　●不安に思うことやトラブルが生じた場合は下記窓口までお気軽にご相談ください。

　上板町では令和４年９月５日から９日にかけてフード
ドライブ活動を行いました。
　今回で７回目の活動になりますが、皆様から御協力をいただきました。
　心から厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。
　寄付をいただいた食品は、上板なかよし子ども食堂や「ＮＰＯ法人フー
ドバンクとくしま」を通して福祉施設に提供されます。
　今回の活動においては、住民の皆様や町内小中学校の児童生徒、保護
者、教職員の皆様が各ご家庭で余った食品を持ち寄っていただき、「もっ
たいない」の意識を高めることができました。
　上板町においては引き続き食品ロス０の削減に向けた効果的な取り組
みを行ってまいります。

もったいないをありがとうに♥フードドライブの
お礼と報告
フードドライブの
お礼と報告

● お問い合わせ ●

対象者の方には
この封筒が
届きます。
現在、給付金を受け取ら
れている方のお手続きは
不要です。

老齢年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金

●対象者は、一定の所得以下の年金受給者です。
●年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。
●日本年金機構から送られてきた封筒に入っている請求書に記入・切手
　を貼ってご返信ください。
※基礎年金を受け始めた方には、年金の請求書と一緒に書類をお送りしています。

0570－05－4092
050から始まる電話でおかけになる場合は東京03-5539-2216

〈受付時間〉月曜日　　 午前8：30～午後7：00
　　　　　　火～金曜日 午前8：30～午後5：15
　　　　　　第２土曜日 午前9：30～午後4：00

➡

ご請求はお早めに！

給付金専用
ダイヤル

「年金生活者支援給付金制度」 ひとり悩まず『あい』に
相談してみませんか
上板町子ども・若者相談支援センター『あい』
は、さまざまな悩みをお持ちの子ども・若
者（概ね39歳まで）とその保護者の方など
がご相談いただける場所です。
どんな悩みもじっくりお聞きし、
一緒に解決方法を探します。
ひとりで（家庭内で）抱え込まず
に、まずはご相談ください。

『あい』のご利用案内
★場所
　上板町ふれあいセンター２階
　上板町役場より西へ300メートル　上板町商工会西隣
★受付時間
　月曜日～金曜日　9：00～17：00
　（土日祝休み）
　※平日の利用が難しい方には
　　毎月第４土曜日　19：00～21：00（要予約）
　　で相談を受け付けております。
★電話番号
　☎０８８－６３７－６００６
★相談は無料です。秘密は厳守します。
　匿名でも大丈夫ですので、どうぞお気軽
にご相談ください。

10月９日（日）10時～14時に出張上板なかよしこども食堂を開催します。
今回の開催場所は、上板町文化センターです。（住所：上板町神宅青木10－1）
こども食堂は、地域のこどもから高齢者まで、だれもが仲良く楽しく集い、安心し
て暮らせる町づくりを目的として活動しています。
食事の他に色々な遊びやゲームも用意しています。
こどもから大人までどなたでも参加できます。
どうぞお越しください。
参加をご希望の方は、下記の技の館まで電話で事前申し込みをお願い致します。
申し込み電話：☎088－637－6555

出張こども食堂開催のお知らせ

こども　無料
大人　300円

出張こども食堂開催のお知らせ

詳細情報は、
上板なかよし子ども
食堂ＨＰまで。
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い
て
の
相
談
を
受
け
た
り
、
法
務
局

と
連
携
し
な
が
ら
人
権
を
守
る
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
４
年
10
月

は
次
の
と
お
り
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
■
開
催
場
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館（
役
場
２
階
）

　
第
１
会
議
室

　
■
開
催
日
時

　
令
和
４
年
10
月
20
日
（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
に
よ
り
中
止
に
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ま
へ
お
願
い

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
関
連
す
る
人
権
へ
の
配
慮

　
感
染
さ
れ
た
方
や
そ
の
家
族
、
治

療
に
あ
た
っ
て
い
る
医
療
従
事
者
等

に
対
す
る
不
当
な
差
別
，
い
じ
め
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
お
け
る
誹
謗
中
傷
等
は

あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
る
誤
っ
た

情
報
や
根
拠
の
な
い
噂
の
拡
散
は
、

人
権
侵
害
に
当
た
る
だ
け
で
な
く
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対

す
る
人
々
の
不
安
を
煽
り
、
適
切
な

感
染
対
策
の
妨
げ
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。

　
不
確
か
な
情
報
に
惑
わ
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
正
し
い
情
報
に
基

づ
き
、
人
権
に
配
慮
し
た
、
冷
静
な

● お問い合わせ ●　上板町役場　住民人権課　☎０８８−６９４−６８０９

人
権
相
談

行
動
を
と
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
徳
島
県
立
人
権
教
育
啓
発

推
進
セ
ン
タ
ー
及
び
徳
島
地
方
法
務

局
常
設
相
談
所
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
の
書
き
込
み
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
事
な
ど
、

様
々
な
相
談
を
受
け
付
け
て
お
り
ま

す
。

　
○
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

　
徳
島
県
男
女
参
画
・
人
権
課
分
室

　
☎
０
８
８

−

６
６
４

−

３
７
０
１

　
徳
島
市
東
沖
洲
２

−

14

　
沖
洲
マ
リ
ン
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内

　
あ
い
ぽ
ー
と
徳
島

　
〇
徳
島
地
方
法
務
局
常
設
相
談
所

　
徳
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課　

　
徳
島
市
徳
島
町
城
内
６
番
地
６

　
徳
島
合
同
庁
舎
６
階

　
相
談
時
間　
平
日

　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分

　
電
話
に
よ
る
相
談

●
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
５
７
０

−

０
０
３

−

１
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、
最
寄
り

の
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
●
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
１
２
０

−

０
０
７

−

１
１
０

　
●
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
５
７
０

−

０
７
０

−

８
１
０

　
※
発
信
地
域
に
応
じ
て
、
最
寄
り

の
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。
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● お問い合わせ ●

対象者の方には
この封筒が
届きます。
現在、給付金を受け取ら
れている方のお手続きは
不要です。

老齢年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金

●対象者は、一定の所得以下の年金受給者です。
●年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。
●日本年金機構から送られてきた封筒に入っている請求書に記入・切手
　を貼ってご返信ください。
※基礎年金を受け始めた方には、年金の請求書と一緒に書類をお送りしています。

0570－05－4092
050から始まる電話でおかけになる場合は東京03-5539-2216

〈受付時間〉月曜日　　 午前8：30～午後7：00
　　　　　　火～金曜日 午前8：30～午後5：15
　　　　　　第２土曜日 午前9：30～午後4：00

➡

ご請求はお早めに！

給付金専用
ダイヤル

「年金生活者支援給付金制度」 ひとり悩まず『あい』に
相談してみませんか
上板町子ども・若者相談支援センター『あい』
は、さまざまな悩みをお持ちの子ども・若
者（概ね39歳まで）とその保護者の方など
がご相談いただける場所です。
どんな悩みもじっくりお聞きし、
一緒に解決方法を探します。
ひとりで（家庭内で）抱え込まず
に、まずはご相談ください。

『あい』のご利用案内
★場所
　上板町ふれあいセンター２階
　上板町役場より西へ300メートル　上板町商工会西隣
★受付時間
　月曜日～金曜日　9：00～17：00
　（土日祝休み）
　※平日の利用が難しい方には
　　毎月第４土曜日　19：00～21：00（要予約）
　　で相談を受け付けております。
★電話番号
　☎０８８－６３７－６００６
★相談は無料です。秘密は厳守します。
　匿名でも大丈夫ですので、どうぞお気軽
にご相談ください。

10月９日（日）10時～14時に出張上板なかよしこども食堂を開催します。
今回の開催場所は、上板町文化センターです。（住所：上板町神宅青木10－1）
こども食堂は、地域のこどもから高齢者まで、だれもが仲良く楽しく集い、安心し
て暮らせる町づくりを目的として活動しています。
食事の他に色々な遊びやゲームも用意しています。
こどもから大人までどなたでも参加できます。
どうぞお越しください。
参加をご希望の方は、下記の技の館まで電話で事前申し込みをお願い致します。
申し込み電話：☎088－637－6555

出張こども食堂開催のお知らせ

こども　無料
大人　300円

出張こども食堂開催のお知らせ

詳細情報は、
上板なかよし子ども
食堂ＨＰまで。

　

毎
年
、
台
風
等
で
立
木
が
道
路

上
へ
倒
れ
た
り
、道
路
に
は
み
出
し

た
枝
で
通
行
車
両
が
損
傷
し
た
り

す
る
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
事
故
の
場
合
、
一
般
的
に
は
立
木
所
有

者
の
管
理
責
任
が
問
わ
れ
、
損
害
賠
償
等
の
責
任
を

負
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
倒
れ
そ
う
な
立
木
や
道
路
上
に
は
み
出
し
た
枝
は

早
め
に
伐
採
し
、
事
故
の
未
然
防
止
に
努
め
て
く
だ

さ
い
。

民
地
か
ら
道
路
へ
突
き
出
し
た

立
木
な
ど
の
管
理
に
つ
い
て

［
お
願
い
］

● お問い合わせ ●　上板町役場　建設課　☎０８８−６９４−６８１２

宮川内谷川の河川監視カメラが
一般公開されました

　動画投稿サイト YouTube で松島橋より上流方向を映した映像
をリアルタイムで見ることができます。自然災害時の避難判断等
にお役立てください。
●アクセス方法
　YouTube サイト内にて「宮
川内谷川徳島県河川整備課」で
検索、もしくは県webサイト「徳
島県水防情報」内の「カメラ映像」
からアクセスできます。
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　10月17日（月）から23日（日）までは「行政相談週間」です。 
　行政相談週間は、総務省の「行政相談」を広く皆さんにお
知らせしてお気軽に利用していただくために、
総務省が全国一斉に実施しているものです。
　この行政相談週間の一環として、当町では、
次のとおり行政相談委員による行政相談所を開
設しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。
＜相談例＞
・コロナに関する支援策を知りたい
・道路が傷んでいて危険
・どこに相談したらよいか分からない
・役所に申請したが、手続が進まない
・窓口には行きづらい

＜行政相談所＞　　
■日時
　10月19日（水曜日）
　13時30分～ 15時30分
■場所
　上板町老人福祉センター

お誕生おめでとう
（令和４年８月）

東　山　　　幹 詩　乃 　菫
すみれ

男の子（七條）　

里　　　純　平 　愛 柚那
ゆずな

女の子（七條）　

楠　本　　　豪 亜衣莉 陽向
ひなた

女の子（七條）　

土　井　陽　介 めぐみ 真綾
まあや

女の子（佐藤塚）

晩春まで長く咲き続けてくれる花で寄せ
植えしませんか。柔らかな陽に照らされ
た昼下がり、自分だけのオリジナルの寄
せ植えを作りましょう。

秋の寄せ植えをしてみませんか？

■日　時
　10月26日（水）　午後１時30分～
■場　所
　馬道会館　☎088－694－4868
　上板町西分字原渕18番地２
■申し込み締め切り
　10月21日（金）　午後５時まで
■材料代　2,000円

　８月31日は、８（ヤ）３（サ）１（イ）の語呂合わせから「野菜の日」と制定されています。
これにちなんで、徳島県では平成24年度に８月31日を含む日曜日から土曜日の１週
間を「とくしま野菜週間」と独自に制定し、様々な取り組みが行われています。
　平成28年度の県民栄養調査における野菜の摂取量は男性317ｇ、女性315ｇで、
１日の目標摂取量350ｇまであと40ｇというところまできています。目標達成に向け、約70ｇ
の野菜料理（小鉢程度）を１食に１皿以上、１日に５皿を目標に、朝食で１皿分、昼食と夕食
で各２皿分を摂れるように考えると目安になるでしょう。
　野菜は低脂肪、低エネルギーでありながら「かさ」が多いことから、満腹感を与えてくれる反面、
食べにくいということがあるかもしれません。葉物野菜は熱を加えることでかさが減り食べや
すくなります。調理法や味付けなど、いろいろ工夫をしてみてください。
　上板町の学校給食では１食で平均100ｇ程度の野菜が摂れるように努力しています。ご家庭
でも補っていただけるようお願いします。また、一度にたくさん食べるのではなく、３食に分
けて毎日食べることが大切です。続けることもお忘れなく…

８月28日（日）～９月３日（土）は「とくしま野菜週間」です！
－目指せ「１日350ｇ」－

コーンサラダと
トマトスープ
約150ｇ
（中学生量）

即席漬けと
焼き肉風炒め
約210ｇ
（中学生量）

キ
ク
ー
ン

● お問い合わせ ●　　上板町学校給食センター　　☎０８８－６９４－２２７９

学校給食センター

あなたの“声”をお聴きします～行政相談週間～

● お問い合わせ ●　上板町役場　総務課　☎088－694－6801
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■
発
行
と
編
集
／
徳
島
県
板
野
郡
上
板
町
役
場
　
上
板
町
広
報
編
集
委
員
会
　
☎
088 −

694 −
6824 　

令
和
４
年
10月

１
日
発
行

見
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

フ
ォ
ント
を
採
用
し
て
い
ま
す
。


